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ここでは、県庁所在地を例に、所得を「前年所得－基礎控除 33 万円」で計算し、

資産割を課さない市について、算定式の平均を求めた（表 2-3-2）。 

2008 年度の賦課限度額は、一般医療保険分がほとんどの市で 47 万円、後期高齢者

支援金分が 12 万円である。 

平均世帯人数は、2006 年度末で 1.88 人、うち老人医療受給対象者数 0.40 人89であ

る。2008 年度から後期高齢者医療制度が始まっているので、平均世帯人数から老人医

療受給対象者を除いて 1.48 人で計算した。 

平均世帯人員 1.48 人を保険料算定式に当てはめて逆算すると、一般医療保険分は所

得 575 万円、後期高齢者支援金分は所得 519 万円で、それぞれ賦課限度額に達すると

計算された（表 2-3-2）。 

 

・所得割の算定基礎が「前年所得－基礎控除33万円」で、資産割を課さない県庁所在地
・平均世帯人員は1.48人

賦課限度額に

達する推計所得

（％） （円） （人） （円） （万円） （万円）

一般医療
保険分

7.64 21,088 22,233 47 575

後期高齢者
支援金分

2.15 6,289 6,091 12 519

＊出所：国民健康保険中央会・都道府県国民健康保険団体連合会「平成19年度版 国民健康保険の実態」

表2-3-2　国民健康保険料（税）の平均
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国民健康保険については、所得階級別に所得総額が捕捉できるデータがないので、

所得 1,000 万円超の世帯の保険料を一律 100 万円（所得の 10％）にするとして、そ

の部分の増収額を試算する。所得 500 万円台の世帯も、賦課限度額の 59 万円（一般

と後期高齢者支援金分の賦課限度額の合計）あるいはそれに近い保険料を支払ってお

り、これは所得の 10％以上になるからである。 

国民健康保険全体の世帯数は、2005 年度には 2,701 万世帯90であるが、国勢調査と

同じ比率で後期高齢者世帯がいるとして、後期高齢者のみの世帯を除いた世帯数を

                                            
89 国民健康保険中央会・都道府県国民健康保険団体連合会「平成 19 年度版 国民健康保険の実態」（収載されてい

るデータは 2006 年度のもの）2008 年 3 月 
90 国民健康保険中央会・都道府県国民健康保険団体連合会「平成 19 年度版 国民健康保険の実態」より 2005 年度

の数字を使用。 


